
① 納入する金額を減額する場合

※例以外の理由により該当月の特別徴収税
額を減額して納入する場合も、納入書の
修正方法は同様です。



※例以外の理由により該当月の特別徴収税
額を増額して納入する場合も、納入書の
修正方法は同様です。② 納入する金額を増額する場合



※金融機関の地方税納入サービス等を利用されていて、納入書をお持ちでない場合は、市民税課
（06-6858-2133）までご連絡いただけましたら、郵送いたします。

「人員」欄に退職所得に係る
納税義務者（従業員等）数1人
と記入する。


